
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方向に長い尺部の一端部において当該尺部の幅方向に突出した第１ジョウ部を有する
本体と、上記第１ジョウ部と同方向に突出する第２ジョウ部を有するとともに上記尺部に
沿って移動可能なスライダと、を備え、かつ上記スライダを上記尺部に対して固定するロ
ック機構を有するゲージであって、
　

　上記ロック機構は、上記尺部に一定間隔毎に設けられた複数の凹部のうちの少なくとも
１つに対して、上記スライダに設けられた凸部が係止することにより上記スライダを上記
尺部に対して固定するように構成されており、
　上記尺部の他端部には、 この他端部を中心とし
て上記本体および上記スライダを回動可能とする回動手段が設けられていることを特徴と
する、ゲージ。
【請求項２】
　上記回動手段には、接触面に対する当該回動手段の移動を抑制する滑り止め手段が設け
られている、請求項１に記載のゲージ。
【請求項３】
　上記本体または上記スライダには、筆記具保持手段が設けられている、請求項１または
２に記載のゲージ。
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上記本体の一端部には、互いに逆方向に延びるようにして上記第１ジョウ部が一対設け
られており、上記本体は一端縁が直線領域を有するＴ字状に形成されており、

このゲージを当接させる対象物に対して



【請求項４】
　上記尺部には、その長手方向に延びるスリットが設けられており、
　上記スライダは、上記尺部の裏面側を覆う第１部材と、上記尺部の表面側を覆うととも
に、上記尺部の幅方向に延びる軸心を中心として上記第１部材に対して回動可能に保持さ
れた第２部材と、を有しており、かつ、
　上記第２部材には、一方の端部に上記凸部が設けられているとともに、他方の端部と上
記第１部材における上記スリットに対応する部位との間に、自然状態において上記凸部を
上記凹部側に付勢する付勢手段が設けられている、請求項１ないし３のいずれかに記載の
ゲージ。
【請求項５】
　上記スリットは、その中心線が上記尺部の中心線から当該尺部の一側縁側に偏位して設
けられている、請求項４に記載のゲージ
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本願発明は、ゲージ、たとえば縫製用の布地や製図用の紙面などの媒体に対して、所定間
隔で平行線を引いたり目印を付したり、あるいは当該媒体における特定点間の距離や各種
部材の寸法を測定するのに使用されるゲージに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、布地に対して裁断用のラインや印などを描いたり、裁断後の布地に対して縫い
代や縫い目を規定するためのラインや印などを描く場合には、図 に示したようなゲージ
７が使用されることがある。このゲージ７は、尺部７０の端部において第１ジョウ部７１
が突出形成されて全体としてＬ字状に形成された本体７Ａに対して、第２ジョウ部７２を
有するスライダ７Ｂが尺部７０を抱き込むようにしてスライド可能に取り付けられたもの
である。そして、尺部７０には、その長手方向に目盛りが付されており、この目盛りを利
用して第１ジョウ部７１と第２ジョウ部７２との間隔を所望のものとすることができるよ
うに構成されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、裁縫用として供されるゲージ７では、簡易に第１ジョウ部７１と第２ジョ
ウ部７２の間を変えれるように、通常、尺部７０に対してスライダ７Ｂを固定する手段が
設けられていないから、一定間隔隔てて多数の平行線や印を付する場合には、第１ジョウ
部７１と第２ジョウ部７２との間隔が徐々に変わってしまうこともあり、信頼性の面で問
題がある。
【０００４】
また、工作用のゲージ（ノギス）では、図 に示したように止めねじ８３を利用して尺部
８０に対してスライダ８Ｂを固定できるように構成される場合もある。しかしながら、こ
のような固定方法では、スライダ８Ｂの固定状態と非固定状態とを相互に変える場合には
、止めネジ８３を回すといった煩雑な作業が必要となる。とくに、スライダ８Ｂの固定状
態を確実とするためには強固に止めネジ８３を締め付ける必要がありその作業が煩わしく
、また当該固定状態を非固定状態とする場合にも同様な煩わしい作業が必要となる。した
がって、裁縫用のゲージ７などにおいても、工作用のゲージ８などで採用されているロッ
ク機構を採用することもできるが、裁縫用ゲージ７には工作用のゲージ８に比べて、第１
ジョウ部７１（８１）と第２ジョウ部７２（８２）との間隔を簡易に変えることができ、
しかも安価に製造できることが要求されるため、止めネジ８３によるロック機構は採用し
難い手段である。
【０００５】
本願発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、本体に対してスライダが
相対動可能とされたゲージにおいて、スライダの固定状態および非固定状態を簡易選択で

10

20

30

40

50

(2) JP 3967867 B2 2007.8.29

。

７

８



き、しかも安価に製造できるようにすることをその課題とする。
【０００６】
【発明の開示】
　上記の課題を解決するため、本願発明では、次の技術的手段を講じている。すなわち、
本願発明により提供されるゲージは、一方向に長い尺部の一端部において当該尺部の幅方
向に突出した第１ジョウ部を有する本体と、上記第１ジョウ部と同方向に突出する第２ジ
ョウ部を有するとともに上記尺部に沿って移動可能なスライダと、を備え、かつ上記スラ
イダを上記尺部に対して固定するロック機構を有するゲージであって、

上記ロック機構は、上記尺部に
一定間隔毎に設けられた複数の凹部のうちの少なくとも１つに対して、上記スライダに設
けられた凸部が係止することにより上記スライダを上記尺部に対して固定するように構成
されており、上記尺部の他端部には、 この他端部
を中心として上記本体および上記スライダを回動可能とする回動手段が設けられているこ
とを特徴としている。
【０００７】
　このようなゲージでは、ロック機構を利用して、スライダの凸部が係止される凹部を適
宜選択することにより、第１ジョウ部と第２ジョウ部との距離を調整することができる。
これにより、上記ゲージは、たとえば裁縫用の布地や製図用の紙面などの媒体に対して、
所定間隔で平行線を引き、あるいは目印を付し、また当該媒体における特定点間の距離や
各種部材の寸法を測定するのに使用することができる。より具体的には、たとえばズボン
などの裾上げ寸法の測定、タックやプリーツの間隔の設定、ボタンホール形成部位の印付
けなどの際に使用することができる。そして、ロック機構によりスライダが本体に対して
固定されていれば、ゲージを使用している途中で本体に対してスライダが不用意に移動し
てしまうこともないため、ゲージを用いて平行線などを複数描く際の寸法信頼性が高めら
れる。

【０００８】
　また、上記ロック機構は、尺部の溝に対してスライダの凸部を係止する状態と、係止し
ない状態とを選択するといった簡易な方法によりスライダがロック（固定）される状態と
非ロック（非固定）状態とを選択することができるため、使い勝手が良く、本体およびス
ライドを樹脂材料により形成する場合には、樹脂成形の際に凸部や凹部を一体的に設ける
ことができるため、上記ロック機構を安価に達成することが可能となる。

【０００９】
このようなロック機構は、たとえば尺部にその長手方向に延びるスリットを設け、尺部の
裏面側を覆う第１部材と、尺部の表面側を覆うとともに尺部の幅方向に延びる軸心を中心
として第１部材に対して回動可能に保持された第２部材とによりスライダを構成し、第２
部材に対して、一方の端部に凸部を設けるとともに、他方の端部におけるスリットに対応
する部位と第１部材との間に、自然状態において凸部を凹部側に付勢する付勢手段を設け
ることにより達成することができる。
【００１０】
上記ロック機構では、自然状態においてはスライダの一方の端部（凸部が形成された側）
が凹部側に付勢されているので、第２部材に外力を付与しない限りは、凹部に凸部が係止
されてスライダが尺部にロックされた状態となる。一方、第２部材の他方の端部に外力を
作用させて第２部材を回動させれば、凸部と凹部の係止状態が解除されて、非ロック状態
とされ、尺部に対してスライダを容易にスライドさせることができる。このように、上記
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上記本体の一端部
には、互いに逆方向に延びるようにして上記第１ジョウ部が一対設けられており、上記本
体は一端縁が直線領域を有するＴ字状に形成されており、

このゲージを当接させる対象物に対して

また、本体がＴ字状とされて一端縁の直線領域を長く確保できるため、たとえば比
較的に長い平行線を引く場合に一端縁の直線領域を利用すれば、ゲージを横にずらす回数
や距離を少なくして所望の平行線を引くことができるため、使い勝手が良い。

さらに、この構
成では、本体の一端部、ひいてはスライダを回動させることができるため、スライダや本
体とともに筆記用具などを同時に回動させるようにすれば、上記ゲージを利用して円弧や
円を描くことができる。



ロック機構を採用すれば、第２部材の他方の端部に外力を作用させるといった簡易な操作
によってスライダを移動可能な状態とされ、また外力を解除するだけでスライダを尺部に
ロックすることができ、このような操作は片手でも行うことができるため作業性が著しく
向上する。
【００１１】
また、本体はポリカーボネートなどの弾性に優れる樹脂などにより形成することができる
が、この場合には本体の全体を媒体に対して接触させずとも、本体を撓ませた状態で本体
の一端部側およびスライダのみを媒体に接触させるとともに、本体の他端部側を使用者が
握ったままの状態で線や目印を付けたり、また寸法測定を行うことができる。このように
、本体の他端部側を握った状態のままでゲージの位置決めおよび線引きなどの作業を行う
ことができるから、連続操作において各操作毎に使用者が本体を握り直す必要はなく、こ
の点においても作業性が向上する。
【００１２】
なお、付勢手段は、第１部材と第２部材の他方の端部との間に介在させられた板バネやコ
イルバネのようなバネ状部材などにより構成することができる。
【００１５】
なお、回動手段は、本体の他端部に本体に対して回転可能な回転体を保持させることによ
り、あるいは本体の他端部から針状の部材を突出させるなどして設けられる。ただし、針
状の部材により回動手段を構成した場合には、当該回動手段の中心として本体を回動させ
たときに紙や布などの媒体に穴が開いてしまうことが懸念されるため、媒体に穴が開いて
しまうことが許容されない場合には、回動手段としては回転体を保持させる構成などの針
状の部材以外の構成を採用するのが好ましい。
【００１６】
好ましい実施の形態においては、上記回動手段の裏面には、接触面に対する当該回動手段
の移動を抑制する滑り止め手段が設けられている。
【００１７】
この構成では、円弧や円を描いている途中でゲージが動いてしまうといった事態が適切に
回避され、円弧や円を所望通りに描くことができるようになる。
【００１８】
なお、滑り止め手段は、たとえば回動手段の裏面に複数の溝や突起を設けて凹凸状とし、
またゴムなどのような静止摩擦係数の大きな部材を貼着するなどして設けることができ、
また回動手段が針状の部材により構成されている場合には、当該針状の部材により滑り止
め手段をも構成することもできる。なお、滑り止め手段においても、回動手段の場合と同
様に、媒体に穴が開いてしまうことが許容されない場合、あるいは媒体として布などを使
用する場合にはゲージを媒体上を移動させる際に回動手段や滑り止め手段が布目などに引
っ掛からないように、針状の部材以外の手段を採用するのが好ましい。
【００１９】
好ましい実施の形態においては、上記本体または上記スライダには、筆記具保持手段が設
けられている。
【００２０】
上記構成では、筆記用具保持手段により筆記用具が固定されるので、円弧や円を描いてい
る途中で、筆記用具が不用意に動いてしまったりすることが適切に回避されるので、円弧
や円を容易かつ確実に描くことができるようになる。また、スライダは、その位置を変え
ることができるため、スライダに筆記具保持手段を設ければ、スライダの位置を適宜選択
することにより様々な径の円弧や円を描くことができる。
【００２１】
なお、筆記用具保持手段は、たとえば本体またはスライダに鉛筆の先やペン先を挿入可能
な貫通孔を形成するなどして設けることができる。
【００２２】
好ましい実施の形態においては、上記スリットは、その中心線が上記尺部の中心線から当
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該尺部の一側縁側に偏位して設けられている。
【００２３】
この構成では、スリットの一側縁と尺部の一側縁との幅寸法（第１寸法）は、スリットの
他側縁と尺部の他側縁との幅寸法（第２寸法）よりも小さくなるため、上記ゲージでは、
第１寸法と第２寸法とが異なる。また、第１寸法とスリット幅とを合計した第３寸法、お
よび第２寸法とスリット幅とを合計した第４寸法もそれぞれ異なる。このため、スリット
幅寸法（第５寸法）を第１から第４寸法のいずれとも異なるものとすれば、尺部の幅寸法
（第６寸法）を含めて、最大で６種類の寸法を規定することとなる。このため、スリット
の偏位程度や幅寸法を適宜設定すれば、第１ジョウ部と第２ジョウ部とを利用しなくても
、６種類の間隔の平行線を引いたり目印を付すことができる。たとえば、ソーイングやパ
ッチワークなどにおいて縫い代を確保する際などに使用することができる。
【００２６】
本願発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、本願発明の好ましい実施の形態を図１ないし図６を参照して具体的に説明する。こ
こで、図１は本願発明に係るゲージの一例を示す全体平面図、図２は図１のゲージを構成
するスライダを示す分解斜視図、図３は図１の III － III 線に沿う断面図、図５は回動手
段周りを拡大した分解斜視図、図６は図１の VI－ VI線に沿う断面図である。なお、図４は
付勢手段の変形例を示す要部拡大断面図である。
【００２８】
本願発明に係るゲージ１は、図１に示したように本体２、スライダ３、および回転体４を
有している。
【００２９】
本体２は、一方向に長い略一定幅を有する尺部２０の一端部２０ａにおいて、幅方向にそ
れぞれ突出する一対の第１ジョウ部２１が形成されている。この本体２は、全体としては
Ｔ字状の形態を有しており、一端縁（一対の第１ジョウ部２１側）２１ａが直線とされて
いる。
【００３０】
尺部２０には、長手方向に延びる中央線から図１の右側に偏位して長手方向に延びるスリ
ット２２が形成されている。このスリット２２は、略一様幅を有しており、その幅寸法は
、尺部２０におけるスリット２２の図１の右側領域２０ｂの幅寸法および左側領域２０ｃ
の幅寸法とそれぞれ異なっている。ここで、たとえば尺部２０の幅寸法を１．５ｃｍ、ス
リット２２の幅寸法を０．３ｃｍ、右側領域２０ｂの幅寸法を０．５ｃｍ、左側領域２０
ｃの幅寸法を０．７ｃｍとなるようにスリット２２を偏位させて設ければ、各部により異
なる４種類の寸法が規定されることとなる。また、スリット２２と右側領域２０ｂの合計
寸法は０．８ｃｍ、スリット２２と左側領域２０ｃの合計寸法は１．０ｃｍであるから、
これらの寸法を含めれば、尺部２０の幅方向において合計で６種類の寸法が規定されるこ
ととなる。これにより、当該部位を利用して、６種類の間隔の平行線を引いたり目印を付
すことができる。
【００３１】
また、右側領域２０ｂおよび左側領域２０ｃの表面のそれぞれには、スリット２２の両縁
に沿って長手方向に並ぶとともに幅方向に延びる断面三角状の第１溝部（凹部）２３ａお
よび第２溝部（凹部）２３ｂが連続して複数形成されている。これらの溝部２３ａ，２３
ｂは、ロック機構を構成するものである。各第１溝部２３ａの稜線および谷線は、それが
スリット２２を挟んで対峙する第２溝部２３ｂの稜線および谷線と一致している。ここで
、長手方向において隣り合う溝部２３ａ，２３ｂの間隔は、ゲージ１の用途などにより適
宜設定されるが、たとえは裁縫道具として供されるゲージ１では、その間隔は１ｍｍ程度
とされる。そして、右側領域２０ｂ表面には、回転体４からの距離を示す目盛りが付され
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ている一方、左側領域２０ｃおよび第１ジョウ部２１の表面には、一端縁２１ａからの距
離を示す目盛りが付されている。
【００３２】
尺部２０の他端部２０ｄには、図１および図５に良く表れているように回転体４を保持す
る三角形状の貫通孔２４が設けられており、この貫通孔２４を囲むようにして切り込み２
５が設けられている。
【００３３】
なお、上記した形態の本体２は、たとえば樹脂成形により溝部２３ａ，２３ｂも含めて同
時に形成することができる。
【００３４】
スライダ３は、図２および図３に示したように尺部２０の裏面側を覆う第１部材３０と、
尺部２０の表面側を覆う第２部材３１と、を有している。
【００３５】
第１部材３０は、本体部３２の幅方向に突出して一対の第２ジョウ部３３が形成されて全
体としてＴ字状の形態とされており、一端縁（第２ジョウ部３３側）３３ａが直線とされ
ている。本体部３２の両側縁部のそれぞれには起立壁部３４が設けられており、各起立壁
部３４には同軸上に貫通孔３４ａが形成されている。起立壁部３４間の距離は、尺部２０
の幅寸法に対応しており、スライダ３を尺部２０に取り付けた状態では、尺部２０の裏面
側を跨ぐような格好とされる。本体部３２にはさらに、図１および図３に良く表れている
ようにスライダ３を本体２に取り付けた状態においてスリット２２を介して臨み得る部位
に、筆記具保持手段としての貫通孔３４ｂが形成されており、この貫通孔３４ｂにおいて
筆記具５の先端部を保持できるようになされている。
【００３６】
　第２部材３１は、図２および図３に示したように全体として長矩形状の板状の本体部３
５を有しており、この本体部３５の幅寸法が起立壁部３４間の距離に対応し、その長さ寸
法が各起立壁部３４の長さ寸法に対応している。本体部３５の長手方向の中央部には、幅
方向に延びる軸部３６が一体的に形成されており、この軸部３６の両端部３６ａがそれぞ
れ幅方向に突出している。この軸部３ 径は、貫通孔３４ａの径に対応しており、各貫
通孔３４ａに対して軸部３６の両端部３６ａのそれぞれを挿通することにより、軸部３６
を中心として第２部材３１が第１部材３０に対して回動自在に支持される。そして、第１
部材３０および第２部材３１により形成される空間内に尺部２０が挿通されて、スライダ
３が尺部２０に対してスライド可能とされる。
【００３７】
本体部３５にはさらに、裏面側の一端部３５ａに複数の凸部３７が設けられ、他端部３５
ｂに付勢手段としての板バネ部３８が一体的に設けられている。これらの凸部３７および
板バネ部３８は、ロック機構を構成するものである。各凸部３７は、図１および図３に示
したように尺部２０の各溝部２３ａ，２３ｂに係合するものであり、幅方向に延びる断面
三角状を有するとともに、長手方向に並んで形成されている。板バネ部３８は、図２およ
び図３に示したように基端部３８ｂ側が本体部３５の他端部３５ｂに接続しており、先端
部３８ａが一端部側に向けて延びる自由端とされている。この先端部３８ａと本体部３５
の裏面との距離は、自然状態では起立壁部３４の貫通孔３４ａと本体部３２の表面との距
離よりも大きく設定されている。
【００３８】
このため、第２部材３１を第１部材３０に支持させて第２部材３１に対して外力を作用さ
せない状態では、板バネ部３８と本体部３５との距離が自然状態よりも小さくなるため、
板バネ部３８の弾性復元力が本体部３５の他端部３５ｂに上方側に向けた力を作用させる
。第２部材３１は、第１部材３０に対して回動可能に支持されているから、本体部３５が
回動して本体部３５の一端部３５ａには下方側に向けた力が作用する。その結果、スライ
ダ３を尺部２０に取り付けた状態では、各凸部３７が、尺部２０の所定の溝部２３ａ，２
３ｂに係合し、その状態（ロック状態）が維持される（図３参照）。一方、本体部３５の
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他端部３５ｂに下方側に向けた力を作用させれば、本体部３５が回動し、所定の溝部２３
ａ，２３ｂと凸部３７との係合状態が解除されるため（図３参照）、この状態（非ロック
状態）では尺部２０に対してスライダ３をスライドさせることができる。
【００３９】
このように、ロック状態と非ロック状態とを適宜選択することにより、本体２の一端縁２
１ａとスライダ３（第１部材３０）の一端縁３３ａとの距離を尺部２０の左側領域２０ｃ
の目盛りを参照しつつ調整し、またロック状態を選択することにより、一旦調整された距
離を適切に維持できる。このため、非ロック状態としてスライダ３をスライドさせて本体
２の一端縁２１ａと第１部材３０の一端縁３３ａとの距離を調整した後にロック状態とす
れば、一端縁２１ａ，３３ａ間の距離が所望通りに適切に維持されるため、思い通りに等
間隔の平行線を引いたり、印を施すことができる。また、本体２がＴ字状とされているか
ら、Ｌ字状として構成する場合に比べて一端縁２１ａの長さを大きく確保することできる
。このことは、本体２をＴ字状に構成することにより、比較的に長い平行線を等間隔で引
く場合に、ゲージ１の幅方向への移動回数ないし距離が少なくて済むことを意味しており
、これにより使い勝手が向上する。
【００４０】
なお、第１部材３０および第２部材３１は、たとえば樹脂成形によりそれぞれが個別に形
成される。
【００４１】
また、付勢手段としては、図４に示したようにコイルバネ３８′を採用してもよく、この
場合にも板バネ部３８を採用した場合と同様な機能を発揮することができる。
【００４２】
　回転体４は、回動手段を構成するものであり、図１および図 に良く表れているように
尺部２０の他端部２０ｄに設けられた三角状の貫通孔２４に回転可能に保持されている。
回転体４は、図５および図６に良く表れているように基部４０の中央部から下方に向けて
挿通部４１および係止部４２が突出して形成された形態を有するとともに、中心において
厚み方向に貫通する貫通孔４３が設けられている。基部４０は、全体として円板状とされ
ており、上面側の中央部が下方に凹入している。この凹入した部分には、複数の突起４０
ａが設けられているとともに、回転体４の中心（貫通孔４３）で交差する２本の溝部４０
ｂが設けられている。挿通部４１は、貫通孔２４の中心から当該貫通孔２４の周縁を規定
する各辺までの最短距離に対応した径および貫通孔２４の深さに対応した厚みを有してい
る。係止部４２は、挿通部４１よりも大径の円板状とされており、係止部４２の裏面にお
ける周縁部には、滑り止め手段としての複数の突起４２ａが設けられている
【００４３】
なお、滑り止め手段は、複数の突起を散点状に配することにより、あるいは複数のスリッ
トや溝を形成するなどして構成することができるが、係止部４２の裏面にゴムなどの静止
摩擦係数の大きなものを貼着して構成してもよい。このような構成の回動手段および滑り
止め手段は、針状の部材を使用するものではないから、紙や布などの媒体に穴が開いてし
まうこともないため、円や円弧を描く際に媒体が損傷してしまうこともない。また、紙や
布などの媒体の損傷がある程度許容される場合には、回動手段および滑り止め手段は、尺
部の他端部に下方に突出するようにして針状部材を一体化させることにより同時に設けて
もよい。
【００４４】
　先に説明した回転体４は、 ４１および係止部４２を貫通孔２４内に挿入した後、
基部４０および係止部４２を貫通孔２４の周縁部に係止させることにより貫通孔２４に保
持される。この場合、貫通孔２４の周りには、切り込み２５が設けられているため、当該
回転体４を保持させる場合には貫通孔２４と切り込み２５の間が変形するため、回転体４
の嵌め込みが比較的に容易に行える一方、回転体２４を一旦保持した場合には、容易に外
れないよう されている。このようにして回転体４が保持された状態では、挿通部４１が
貫通孔２４内に挿通され、基部４０および係止部４２の周縁部がそれぞれ貫通孔２４の周
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縁部に係止される。そして、挿通部４１の径が貫通孔２４の中心と貫通孔２４を規定する
各辺との最短距離に対応している一方で、挿入部４１の厚みが貫通孔２４の深さに対応し
ているから、回転体４は、貫通孔２４の内面および周縁部と接触している。このため、回
転体４は、所定の抵抗をもって尺部２０の他端部２０ｄに対して相対的に回転することが
できる。逆にいえば、尺部２０ひいては本体 およびスライダ が回転体４を中心として
回転することとなる（図１参照）。このとき、貫通孔２４が三角状とされて挿通部４１と
貫通孔２４の内面の接触面積が小さくされていることから、回転体４の回転に対して必要
以上に大きな抵抗が生じることはない。
【００４５】
図１および図３に示したように、スライダ３の第１部材３０には筆記具保持手段としての
貫通孔３４ｂが設けられているため、この貫通孔３４ｂに筆記具５を保持させて、たとえ
ば回転体４を指などにより押圧しつつ回転体４を中心として本体２およびスライダ３を回
転させれば、円弧ないし円を描くことができる。また、図６に示したように、貫通孔４３
内に針５′などを挿通し、ゲージ１の回動中心を媒体に固定して円や円弧を描いてもよい
。
【００４６】
　回転体４には、貫通孔４３で交差する十字状に溝部４０ｂが形成されているため、たと
えば回転体４を透明な樹脂などにより形成すれば、紙や布などにおける回動中心（目印）
と本体２の回転中心とを溝部４０ｂや貫通孔４３を利用して容易に位置合わせることがで
きる。そして、ゲージ１により描かれる円弧や円の径は、スライダ３をスライドさせて尺
部２０の右側領域２０ｂの目盛りを利用して選択することができる。また、係止部 の
裏面には突起４２ａが設けられているため、回転体４が接触面に対してずれてしまうこと
が適切に回避される。さらに、基部４０には複数の突起４０ａが設けられているため、こ
れらの突起４０ａが滑り止めとなり、回転体４を押圧する指がずれてしまうことが回避さ
れ、また回転体４が本体２などとともに回転してしまうことが回避される。このように、
本実施形態のゲージ１では、回転体４に施された種々の工夫により、円弧ないし円を簡易
かつ確実に描くことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願発明に係るゲージの一例を示す全体平面図である。
【図２】図１のゲージを構成するスライダを示す分解斜視図である。
【図３】図１の III － III 線に沿う断面図である。
【図４】付勢手段の変形例を示す要部拡大断面図である。
【図５】回動手段周りを拡大した分解斜視図である。
【図６】図１の VI－ VI線に沿う断面図である。
【図７】従来のゲージの一例を示す全体斜視図である。
【図８】従来のゲージ（ノギス）の他の例を示す全体斜視図である。
【符号の説明】
１　ゲージ
２　本体
２０　尺部
２０ａ　一端部（尺部の）
２１　第１ジョウ部
２１ａ　一端縁（本体の）
２０ｄ　他端部（尺部の）
２２　スリット
２３ａ，２３ｂ　溝部（凹部としての）
２８　板バネ部（付勢手段としての）
２８′　コイルバネ（付勢手段としての）
３　スライダ
３０　第１部材
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３１　第２部材
３３　第２ジョウ部
３４ｂ　貫通孔（筆記具保持手段としての）
３７　凸部
４　回転体（回動手段としての）
４２ａ　突起（滑り止め手段としての）

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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